
JP 2010-506694 A5 2010.11.25

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの隣接しない棘突起、または仙骨上のアンカー位置と１つの隣接しない
棘突起とを束縛するように適合される連続係留構造を備える脊椎インプラントであって、
該隣接する棘突起間、または棘突起と隣接しない仙骨との間、の脊椎分節の屈曲によって
もたらされる伸延力に応じて、該係留構造の少なくとも一部が伸延に対する弾性抵抗を提
供する、脊椎インプラント。
【請求項２】
　前記棘突起の対向する側に位置するように、対称的に配置された少なくとも２つの追従
性部材をさらに備える、請求項１に記載の脊椎インプラント。
【請求項３】
　前記棘突起の対向する側に位置するように、対称的に配置された少なくとも４つの追従
性部材をさらに備える、請求項１に記載の脊椎インプラント。
【請求項４】
　前記連続係留構造は、切れ目がなく前記複数の隣接しない棘突起上で輪になっている、
請求項１～３のいずれか１項に記載の脊椎インプラント。
【請求項５】
　前記連続係留構造は、切れ目があり、かつ、２つの端を有し、各端は骨への取り付け用
アンカーを有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の脊椎インプラント。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の脊椎インプラントと、２つの隣接する棘突起、ま
たは隣接しない棘突起または仙骨を束縛するように適合されている少なくとも１つの追加
の連続係留構造とを備えるシステム。
【請求項７】
　前記追加の連続係留構造は、切れ目がなく前記複数の隣接しない棘突起上で輪になって
いる、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記追加の連続係留構造は、切れ目があり、かつ、２つの端を有し、各端は骨への取り
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付け用アンカーを有する、請求項６に記載のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　２つ以上の隣接する脊椎分節の屈曲を弾性的に制限するために、棘突起を拘束する方法
であって、
　少なくとも３つの隣接する椎体の棘突起、または２つの隣接する椎体の棘突起と仙骨と
、に係留構造を配置することであって、該構造が上側の棘突起と、下側の棘突起または仙
骨とを弾性的に結合することを含む、方法。
（項目２）
　上記係留構造は、上側の棘突起と、下側の棘突起または仙骨とを弾性的に結合し、少な
くとも１つの中間の棘突起を結合しない、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記係留構造は、上側の棘突起と、下側の棘突起または仙骨と、中間の少なくとも１つ
の棘突起とを弾性的に結合する、項目１に記載の方法。
（項目４）
　上側の棘突起と、中間の棘突起と、下側の棘突起または仙骨とが、単一の連続係留構造
によって結合される、項目３に記載の方法。
（項目５）
　上記上側の棘突起と、中間の棘突起と、下側の棘突起または仙骨とが、少なくとも２つ
の連続係留構造によって結合される、項目３に記載の方法。
（項目６）
　上記椎体のうちの下側の椎体が、Ｌ４、Ｌ５、および上記仙骨から成る群から選択され
る、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記隣接する椎体間の空間が、伸延を抑制する構造から自由である、項目１に記載の方
法。
（項目８）
　上記係留構造は、１つ以上の追従性部材と直列に１つ以上のバンド要素を備える、項目
１に記載の方法。
（項目９）
　上記係留構造は、少なくとも２つの追従性部材を備え、該追従性部材を上記棘突起の対
向する側に対称的に配置することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　上記係留構造は、少なくとも４つの追従性部材を備え、該追従性部材を上記棘突起の対
向する側に対称的に配置することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　少なくとも２つの隣接しない棘突起、または仙骨上のアンカー位置と１つの隣接しない
棘突起とを束縛するように適合される連続係留構造を備える脊椎インプラントであって、
該隣接する棘突起間、または棘突起と隣接しない仙骨との間、の脊椎分節の屈曲によって
もたらされる伸延力に応じて、該係留構造の少なくとも一部が伸延に対する弾性抵抗を提
供する、脊椎インプラント。
（項目１２）
　上記棘突起の対向する側に位置するように、対称的に配置された少なくとも２つの追従
性部材をさらに備える、項目１１に記載の脊椎インプラント。
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（項目１３）
　上記棘突起の対向する側に位置するように、対称的に配置された少なくとも４つの追従
性部材をさらに備える、項目１１に記載の脊椎インプラント。
（項目１４）
　上記連続係留構造は、切れ目がなく上記複数の隣接しない棘突起上で輪になっている、
項目１１に記載の脊椎インプラント。
（項目１５）
　上記連続係留構造は、切れ目があり、かつ、２つの端を有し、各端は骨への取り付け用
アンカーを有する、項目１１に記載の脊椎インプラント。
（項目１６）
　項目１１に記載の脊椎インプラントと、２つの隣接する棘突起、または隣接しない棘突
起または仙骨を束縛するように適合されている少なくとも１つの追加の連続係留構造とを
備えるシステム。
（項目１７）
　上記追加の連続係留構造は、切れ目がなく上記複数の隣接しない棘突起上で輪になって
いる、項目１６に記載のシステム。
（項目１８）
　上記追加の連続係留構造は、切れ目があり、かつ、２つの端を有し、各端は骨への取り
付け用アンカーを有する、項目１６に記載のシステム。
　本発明は、隣接する２つ以上の脊椎分節の屈曲を弾性的に制限するために複数の棘突起
を拘束する脊椎インプラント、インプラントシステム、および方法を提供する。本願明細
書で使用する熟語「脊椎分節」は、熟語「機能的脊柱単位（ＦＳＵ：Ｆｕｎｃｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｐｉｎａｌ　Ｕｎｉｔ）」と同義であり、脊柱全体と同様の生体力学的特性を示す
、脊柱の最小の生理学的運動単位を意味するものとする。脊椎分節すなわちＦＳＵは、２
つの隣接する椎骨と、その間の椎間板および全ての隣接する靭帯とで構成され、筋肉など
他の結合組織は含まれない。このスリー－ジョイント複合体は「関節トライアッド」とも
称される。ＦＳＵに対する別の用語は、脊椎運動分節である。これらの定義は、Ｗｈｉｔ
ｅ　ＡＡ、Ｐａｎｊａｂｉ　ＭＭ．著（１９９０年）「脊柱の臨床バイオメカニクス（Ｃ
ｌｉｎｉｃａｌ　Ｂｉｏｍｅｃｈａｎｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｐｉｎｅ）」、フィラデ
ルフィア、ＪＢリッピンコット社（ＪＢ　Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ）から採用した。本願の
方法は、少なくとも３つの隣接する椎体の棘突起、または２つの隣接する椎体の棘突起と
仙骨と、に係留構造を掛け渡すステップを含み、この係留構造は、少なくとも２つの隣接
しない棘突起、または１つの棘突起と隣接しない仙骨と、を弾性的に連結する。これらの
棘突起、および場合によっては仙骨をさまざま方法で相互接続し、弾性的に結合すること
ができる。
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